
一
頁

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
関
税
法
施
行
令
目
次
の
改
正
規
定
、

同
令
第
八
章
の
章
名
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
二
条
の
次
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
三
条
の
改
正

（
「

」

「

」

。
）

規
定
及
び
同
令
第
八
十
五
条
の
改
正
規
定

第
九
十
五
条
第
三
項

を

第
九
十
五
条
第
四
項

に
改
め
る
部
分
に
限
る

は
同
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
構
造
改
革
特
別
区
域
を
」
を
「
構
造
改
革
特
別
区
域
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造

改
革
特
別
区
域
を
い
う

以
下
同
じ

を

に
改
め

関
税
法

の
下
に

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号

を
加

。

。
）

」

、
「

」

「
（

）
」

え

同
条
第
二
項
中

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

の
下
に

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む

次
条

、

「

」

「
（

。



二
頁

に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う

」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

。
）

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
八
条
関
係
）

番

号

事

業

の

名

称

関

係

条

項

一

土
地
開
発
公
社
が
所
有
す
る
区
域
内
造
成
地
の
賃
貸
事
業

第
六
条


